
令和5年度 第２回県中地域医療構想調整会議 次第

日 時：令和5年７月１１日（火）18:０0～

場 所：郡山市医療介護病院（郡山ビックハート）

１ 開 会

２ あいさつ

３ 議 題

（１）紹介受診重点医療機関の指定に関することについて

（２）令和５年度地域医療構想の進め方について

（３）救急搬送データ分析結果について

（４）次期福島県医療計画における地域編の策定について

（５）今年度のスケジュール及び病院部会の運営に関することについて

（６）その他

４ 閉 会

資料1 紹介受診重点医療機関の指定に関することについて

地域における外来医療の機能分化・連携について（参考資料）

資料２ 地域医療構想の進め方

病院・診療所の２０２５年における対応方針

本県における対応方針施策の進め方

資料3 福島県地域医療構想検討課題調査事業（県中区域救急搬送データ分析）

資料4 次期医療計画に関することについて

資料5 今年度のスケジュールと病院部会の運営に関して
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紹介受診重点医療機関の指定に関することについて

医療資源を重点的に活用する外来の機能に着目し、紹介患者への外来を基本とする医療
機関（紹介受診重点医療機関）を明確化する。

対象医療機関
病床機能報告対象医療機関（病院２８施設、診療所２０施設）

基準項目
令和４年度外来機能報告の以下の項目を基準とする。
・紹介受診重点医療機関となる意向の有無。
・紹介受診重点外来の実施状況（医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来、
高額等の医療機器・設備を必要とする外来、特定の領域に特化した機能を有する外来）
・紹介・逆紹介の状況
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 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たさない医療機関の場合
紹介率「紹介患者の数」を「初診患者の数」で除した率:５０％以上
逆紹介率「逆紹介患者の数」を「初診患者の数」で除した率:４０％以上

 医療資源を重点的に活用する外来に関する基準を満たした医療機関
初診基準（初診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:４０％以上
再診基準（再診の外来件数のうち「紹介受診重点外来」の件数の占める割合）:２５％以上
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紹介受診重点医療機関の基準

紹介率及び逆紹介率（参考とする指標）
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資料１

紹介率及び逆紹介率の
水準を満たすかどうか

意向の有無と重点外来等の割合について

医療機関名
意向
の
有無

基準適
合

重点外来の割
合(%) 紹介率

(%)
逆紹介率

(%) 備考初診 再診

有無 40以
上 25以上 50以上 40以上

一般財団法人脳神経疾患研究所附属
総合南東北病院

有 ○ 53.4 57.1 71.1 166.3
地域医療
支援病院

公益財団法人湯浅報恩会寿泉堂綜合
病院

有 × 50.4 23.4 74.7 73.3
地域医療
支援病院

公益財団法人星総合病院 有 ○ 51.4 26.0 73.8 63.5
地域医療
支援病院
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結果の公表に関して

 都道府県は協議の結果を取りまとめ、国及び当該医療機関に対して通知等により 医
療機関名、公表日、公表場所の情報共有を行う。

 公表日に都道府県ホームページ等に医療機関リストを公表する。
 令和6年度以降は毎年度、前年度（令和6年度の場合は令和5年度）の外来機能報告の
報告結果に基づき、前年度１～３月（令和6年度の場合は令和6年１～３月）に協議の
場において確認を行う。
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①各医療機関の現在の状況と今後の方向性を「病床機能
報告」により把握※

各地域医療構想調整会議

③病床の機能分化・連携に向けた協議

②「調査事業」データ分析等から、 当該地域の現状を分析

・「対応方針」の策定率について、公表

・地域医療構想会議における協議の実施
状況を公表

○不足している「回復期」を確保するため、他の病床機能（「急性期」）からの転換を推進する。

④「対応方針」について、協議。合意

○各医療機関において、担うべき医療機関としての役割及び当該医療機関が有するべき医療機能ごとの
病床数を含む今後の「対応方針」を策定し、「各地域医療構想調整会議」において、協議、合意を得る。

○非稼働病棟の稼働していない理由、今後の見通しに
ついて、説明を求める

※病床機能報告は病棟単位での報告であることに留意し、各地域の実情に応じた
定量的な基準の導入の検討

R5年度中
「対応方針」策定率100%

を目指す

地域医療構想の目的：人口構造や医療ニーズの変化を見据え、2025年に向けて、限られた医療資源※を活用し、地域ごとに効率的で不足のない医療
提供体制を構築すること

2023.６.13福島県地域医療課

福島県全体としての方向性

○「急性期」と報告されている病棟の中に、「回復期相当」病床ある
いは「高度急性期相当」病床が含まれていないか等、分析、評価

各医療機関において「対応方針」の作成

※医師、看護師不足の状況において、医療機関の連携、病床機能転換なしに不足
する病床を確保することは困難。

○過剰な医療機能への転換については、「各地域医療構想調整会議」での説明を求める。

※「報告誤り」や「未報告」は、改めて報告を求め、精査が必要

地域内の現状分析、将来需要分析、経営シュミレーション 等の観点から

・「地域医療介護総合確保基金」を活用し、
医療機関の機能分化・連携を支援

※病床機能分化・連携のモデル事例（経営シュミレーション事例）の提示

「地域医療構想の進め方について」厚生労働省医政局地域医療計画課長通知参照

資料２



項目

病院名

R5.7.1現在の病床数（総数） R7.7.1現在の予定病床数（総数）

・高度急性期 ・高度急性期

・急性期 ・急性期

・回復期 ・回復期

・慢性期 ・慢性期

・休床
・休床（有りの場合、解消の見通し
について詳しく記載してください）

・A，連携B（派遣する病院），B（救急医療等）のどの水準にするか。
・現状の医療提供体制の確保のために医師は確保できるか。

・予定時期（基本設計，実施設計，工事着工，竣工，開院）の確認。
・建替え・改修に合わせて，不足している病床機能への転換，他医療機関
との機能分担・連携の考えについて確認。

・何を いつ頃購入するか確認。
・購入に合わせて他医療機関との共同利用 機能分担・連携の考えについ
て確認。

医師の確保に課題があり，近隣の○○病院と役割分担（再編）に向けて話
してみたい，など。

記載例

医療法人○○  ●●病院

建物の建替え，改修予定

高額医療機器の購入

今後の自施設の課題，不安要素，他医療機関との連
携希望，など

 XX年4月を目途に○○病棟を急性期一般入院料から地域包括ケア病棟入院
料に変更し、回復期機能へ転換予定。ポスト・サブアキュート患者の受入
を拡大する。　等

・外科、内科、小児科など

・医師         常勤  0人，非常勤  0.0人
・看護師      常勤  0人，非常勤  0.0人
くその他，薬剤師，言語療法士など，必要に応じて追記してください。＞

・病棟毎（届出入院基本料，平均在院日数※1，病床稼働率※2など）
・施設毎（休日に受診した患者延べ数，夜間時間外に受診した患者延べ
数，救急車の受入れ件数など）
※1  平均在院日数＝在棟患者延べ数（年間）／（（新規入棟患者数（年
間）＋退棟患者数（年間））／2）
※2  稼働率＝在棟患者延べ数（年間）／（稼働病床数*365（稼働日
数））

がん，心筋梗塞，在宅医療を担っている，など

重症患者受入れ，急性期を脱した患者を受入れ，○○の理由で受け入れて
いない，など

2次救急を担い，3次救急は○○病院へ。急性期を脱した患者については
○○病院へ。主に回復期を担う，など

・地域の医療需要の減少が見込まれること、近隣の・○○病院との機能の
一部重複があることから、現状の体制を維持するべきか否か、検討が必要
・地域で不足している、急性期医療を受けた後の患者の受け皿となる医療
機関の整備に向けて、当院の役割の再検討が必要，など

・○○病院のみでは対応しきれない、脳卒中及び心血管疾患への対応を中
心とした急性期医療の提供体制は維持していく
・地域における回復期機能の一翼を担う，
・在宅等からの急性増悪した高齢患者を受け入れる役割を担う，など

・○○病院は，圏域内の高度急性期を担ってほしい。
・●●病院は，他病院から急性期を脱した回復期をもう少し受け入れてほ
しい，など

がん，心筋梗塞を担う予定，在宅医療を拡大していく，など

重症患者受入れ，急性期を脱した患者を受入れ，○○の理由で受け入れな
い，など

2次救急を担い，3次救急は○○病院へ。急性期を脱した患者については
○○病院へ。主に回復期を担う，など

R7年（2025）において圏域内の他の医療機関に果たし
てほしい役割

R7年（2025）），自施設の担っている政策医療（5疾病5
事業，在宅医療）

R7年（2025），自施設の担っている新興感染症等対応

R7年（2025）の他機関との連携

R6（2024）からの働き方改革への対応について

現在（令和  年  月  日現在），自施設の担っている政
策医療（5疾病5事業，在宅医療）

現在（令和  年  月  日現在），自施設の担っている新
興感染症等対応

現在（令和  年  月  日現在）の他機関との連携

現在（令和  年  月  日現在）の自施設の課題

R7年（2025）において地域で担う役割

病院・診療所の２０２５年における対応方針

病床機能の変更を予定する場合、具体的な変更内容

診療科目（令和  年  月  日現在）

職員数（令和  年  月  日現在）

現在（令和  年  月  日現在），自施設の担っている診
療実績  （令和４年度実績）

資料２



1 
 

 

 

 

本県における対応方針策定の進め方 

 

                                           令和５年５月 

福島県保健福祉部地域医療課 

 

地域医療構想の実現に向けて、令和５年度において、公立・公的・民間医療機関のすべての医療機

関における「対応方針」の策定や見直しを行うことが求められている。 

  なお、地域全体の医療機能の今後の見込みを把握した上で議論を進めるため、有床診療所に対して

も「対応方針」の策定を依頼する。 

 

１ 「対応方針」策定の進め方 

① 各医療機関における「対応方針」の策定 

項目 内容 

報告様式 ・対応方針の報告様式については、国の参考様式を基に県で作成 

地域でのあるべ

き姿 

・病床機能報告、レセプト分析等を活用し，圏域における自医療機関の客観的な役

割（医療機関の規模，稼働率，診療報酬上の施設基準，診療実績，人員配置等）を

イメージ 

2025 年における

各病院の「対応

方針」の策定 

・ 2025 年度（令和 7 年度）に向けて，医療機関の医療機能，病床数，他医

療機関との役割分担等（救急対応を行う病院，回復期を担う病院），建物の

建替え，高額機器の購入，働き方改革を見据えた人材確保の見通しなどにつ

いて記載。 

・策定にあたっては、必要に応じて調整会議に諮る前に地域医療構想調整会

議の圏域事務局である保健所と調整。 

休床中の病床の

取り扱い 

・2025年時点において休床予定の病床については、稼働にかかる今後の見通し

について記載。 

・再稼働の見通しが立たない病床については、削減を検討。 

対応方針の公開 ・策定した対応方針については、県HPで公開 

 

② 検討の場 

次の①、②などを活用し，圏域での役割・連携を協議する。 

方法例 内容 備考 

①現行の会議体を活用 

・地域医療構想調整会議 

・病院部会 

 

②関係病院の事前協議の場

を設定 

・保健所主導 

・コンサルによる支援 
 

・既存の会議の場で，医療機

能の役割分担・連携，病床数

等を協議する。 

 

・必要に応じて、関係病院・医

師会と調整の上、別途、協議の

場を設定し，医療機能の役割分

担・連携を協議する。 

・「対応方針」については、地域医

療構想調整会議での合意が必要。 

 

・データ分析、定量基準による現状分

析等、議論の材料の提供を行う。レセ

プト分析データは９月末までに提供予

定。 

資料２ 
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２ 策定様式について 

   調整会議での協議に当たり、各医療機関の状況を比較検討しやすくするため、２０２５プラン等で

「対応方針」を策定済の医療機関においても、今年度提示する共通様式により、改めて対応方針の見直

しを行う。 

（１）公的医療機関について 

「病院・診療所の２０２５年における対応方針」のとおり，これまで公立・公的病院２０２５プ

ランを作成した様式を簡略化したものに，「①新興感染症等対応」，「②働き方改革への対応」及び

「③建物の建替え，改修，高額医療機器の購入」を追記し，具体例を示して，作成を依頼する。 

 
（２）民間病院について 

     公的病院同様、２０２５年における「対応方針」の策定を依頼する。 

 

（３）有床診療所について 

今後、共通様式により「対応方針」策定を依頼する。 
 

（４）公立医療機関について 

令和５年度中に「公立病院経営強化プラン」を策定することとなっている。 

「公立病院経営強化プラン」と合わせて、２０２５年における「対応方針」の策定を依頼する。 

 
３ 策定時期について 

  各医療機関の「対応方針」については、令和５年度中に各地域医療構想調整会議での同意を得る。 

（１）公立・公的・民間病院について 

地域医療構想調整会議における、各圏域での現状分析、今後の方向性についての協議の後、検

討方針策定の依頼を行う。 

各医療機関から提出された「対応方針」について、１２月開催の調整会議で協議を行うことを

目途とし、継続協議となったものについては３月開催の調整会議で合意を得る。 

 

（２）有床診療所について 

今後、地域医療課から依頼文の発出を行い、提出とりまとめ、未提出機関への催促は所管保

健所で行う。 

上記（１）同様、各地域医療構想調整会議で協議し、同意を得る。 
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次期福島県医療計画に関することについて

 名称を第８次福島県医療計画とする。
 医療法第３０条の４項に基づく法定計画
 計画期間は令和6年度から令和11年度まで
 二次医療圏については、現行の医療圏を維持する。
 地域医療構想については、国は２０２５年まで見直しをしない方向を示しているこ
とから現行の地域医療構想の枠組みを維持する。

 医療法改正に伴い医療計画に「新興感染症発生・まん延時における医療」を新たに
追加することとなった。これについては、感染症法改正に基づき改正予定の感染症
予防計画の内容を基本とする。

 二次医療圏ごとの現状・課題・対策等を考慮した内容とする「地域編」を追加する。

1

資料４

７次医療計画中間見直し時の
意見
 二次医療圏ごとに異なる課題や対策
も記載するべき

 次期医療計画策定の際には、関係機
関等で協議検討した内容に基づき記
載を求めたい。

「新型コロナウイルス感染症対応の教訓

 本県の特徴である広大な県土、７つ
の生活圏、設定した６つの二次医療
圏、といった点を踏まえ、地域ごと
の差異を考慮した計画の構成や記載
も求められるが、そういった構成や
記載となっていない。

７次医療計画の課題

 新型コロナにより、医療提供体制に多大な影響が生じ、救急医療を始め、
地域医療の様々な課題が浮き彫りとなり、地域における入院・外来・在
宅にわたる医療機能の分化、連携等を行う重要性や地域医療全体を視野
に入れて適切な役割分担の下で必要な医療提供を行うことが重要である
と改めて認識された。

2
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協議・検討項目

①救急医療について

②感染症への対応について

③在宅医療について

○圏域における重点的な取り組み候補案

3

資料４

救急医療について
現状
 三次救急を担う医療機関が郡山市にあること。
 郡山市の二次救急を担う医療機関に郡山市外の患者が流入している。
 田村地域、石川郡においては救急医療機関が少ない。
 救急車による搬送患者のうち軽傷者が半数程度を占めている。

施策の方向性
 三次救急が必要な患者が適切に救急医療を受けられるような体制を整える。
 救急医療体制を強化するため、病床の機能分化とともに病病連携、病診連携の強化
を図るとともに田村地域、石川郡については、二次救急医療提供体制の充実を図る。

 救急車の適時・適切な利用を促す普及啓発の継続的な実施を行う。

4
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感染症への対応について
現状
 県中地域には感染症指定医療機関が須賀川内に１カ所、６床配置されている。
 人口が多く、病院が多数ある郡山市内に感染症指定医療機関が設置されていな
い。

 新型コロナウイルス感染症発生の初期に当たっては受け入れられる病院が郡山
市内になかったことから発生初期の対応に課題があった。

施策の方向性
 新興感染症発生時の医療提供体制を強化する。
 郡山市内に第二種感染症指定医療機関を設置を図る。
 感染管理認定看護師等の人材育成を図る。

5

資料４

在宅医療について

現状
 急速に高齢化が進む中で、在宅医療の需要が見込まれる。
 在宅患者で入院が必要になった際の入院受入について課題がある。

施策の方向性
 入院が必要になった患者の受入がスムーズにできるよう在宅療養支援病院や
地域包括ケア病棟等の後方病院の整備を促進する。

 医療機関、訪問看護ステーション、薬局、介護施設間の連携を促進し、在宅
医療体制の構築を推進する。

6
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作業スケジュール（モデルケース） 

 

年月 審議会･協議会等 作業内容 

Ｒ５年 

５月 

  

６月   

   

   

７月   

   

   

８月   

   

   

９月   

   

   

 

○第１回地域医療構想 

調整会議 
 

○議事録作成 

○意見取りまとめ 

○会議結果の情報提供 

○医療審議会保健医療

計画調査部会① 

○医療審議会① 

○医療審議会保健医療

計画調査部会③ 

○第２回地域医療構想調整会議の資料作成 

１ 次期福島県医療計画における地域編 

の重点的な取組の内容案 

 ・第１回会議における意見の反映 

 ・現状や課題、目標や指標、施策の方 

向性などを提示し、意見をもらう 

２ 次期福島県医療計画における地域編 

の試案 

・次期福島県医療計画策定用の様式へ 

の入力を同時並行で行う 

 

○第１回地域医療構想調整会議の資料作成 

１ 次期福島県医療計画における地域編 

の重点的な取組の候補案 

・現状や課題を踏まえ、複数の取組候 

補案を提示し、意見をもらう 

○医療審議会保健医療

計画調査部会② 

情報提供 

情報提供 

情報提供 

情報提供 

○第２回地域医療構想 

調整会議 
 

○議事録作成 

○意見取りまとめ 

○会議結果の情報提供 

情報提供 
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１０月   

   

   

１１月   

   

   

１２月   

   

   

Ｒ６年 

１月 

  

   

   

２月   

   

   

 

○医療審議会保健医療

計画調査部会④ 

 

○医療審議会② 

○第３回地域医療構想 

調整会議 

 

○第３回地域医療構想調整会議の資料作成 

１ 次期福島県医療計画における地域編 

の試案 

・第２回会議における意見の反映 

・次期福島県医療計画策定用の様式で 

の作成作業 

※ 進捗状況によっては「地域編の重点 

的な取組の内容（最終案）」 

 

○議事録作成 

○意見取りまとめ 

○会議結果及び次期福島県医療計画におけ 

る地域編の最終案の情報提供 

○医療審議会保健医療

計画調査部会⑤ 

○医療審議会③ 

情報提供 

○医療審議会保健医療

計画調査部会③ 

情報提供 



 

次期福島県医療計画における地域編の構成案について 

 

１ 全般 
 

○ 作業主体は地域における実情を把握している各保健所とする。なお、 

「圏域の現状」に関するデータ等については地域医療課からも提供する。 

○ レイアウト(様式)や取り入れる内容(大項目・小項目)については基本と 

なる部分は統一し、それ以外については、地域の実情に合わせた独自の記載 

方法とする。 
 
 

２ レイアウト(様式)案 
 

 ○ 資料３「地域編レイアウト イメージ案」のとおり。 

○ 意見交換の結果を踏まえて適宜、追加や修正等を行う。 
 
 

３ 基本的内容案 
 

 ○ 大項目は「圏域の現状」及び「圏域における重点的な取組」 

 ○ 「圏域の現状」の小項目 

   ・位置図 

・概要又は特徴（位置や地勢、交通の状況、医療分野の状況 等） 

・地理（構成市町村、管轄保健所、面積） 

   ・人口構造（人口、年齢三区分人口、高齢化率、人口密度 等） 

   ・人口動態（出生率、死亡率、乳児死亡率、死産率） 

   ・受療動向（入院自足率、病床利用率(一般･療養)、 

平均在院日数(一般･療養)） 

   ・医療提供施設（施設数(病院･診療所･歯科診療所･薬局、 

病床数(一般･療養･精神･感染症･結核)） 

   ・医療従事者（医師･歯科医師･薬剤師･看護師･准看護師） 

○ 圏域における重点的な取組の小項目 

・取組事項の現状や課題（データ分析、これまでの取組･成果 等） 

・取組事項の目標（目指す姿、数値目標 等） 

・取組事項の施策 

○ 圏域における重点的な取組の内容については裏面を参照 
 

 

４ 今後の作業・スケジュール 
 

○ 作業及びスケジュールの詳細案については資料１のとおり。 

なお、今後の意見交換の結果を踏まえて適宜、追加や修正等を行う。 
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医療計画の地域編における「重点的な取組」には「地域における医療
提供体制の確保や医療連携体制の構築のために講じる地域の関係者が連
携して取り組む内容のうち重点的なもの」に関する「現状・課題、目標
や具体的な施策」を記載する。

○保健・医療・福祉分野
の取り組むべき施策の
方向性を地域の実情に
合わせて整理したもの

○施策の実施主体
①県

○医療提供体制の確保
○医療連携体制の構築
○取組の実施主体
①県（市町村）
②医療機関
③医療関係団体
④県民

○病床の機能分化
と連携の推進

○取組の実施主体
①医療機関
②県
③医療関係団体
④県民

保健医療福祉推進計画

地域医療構想

（各計画の概念図）

医療計画

【参考】他県の医療計画における圏域ごとの取組内容の事例

①青森県
【津軽地域保健医療圏】
○救急医療体制の維持
○在宅医療の推進

【八戸地域保健医療圏】
○がん死亡率の低下に向けた取組
○大規模災害時に向けた連携体制
の構築

【青森地域保健医療圏】
○糖尿病対策の推進

【西北五地域保健医療圏】
○生活習慣病による早世をさせる
取組

【上十三地域保健医療圏】
○災害時に向けた災害医療体制整
備の充実

○糖尿病対策の推進
【下北地域保健医療圏】
○受動喫煙対策の推進
○肥満対策の推進

②新潟県
【下越圏域】
○精神疾患
○救急医療

【新潟圏域】
○救急医療
○在宅医療

【県央圏域】
○脳卒中
○救急医療

【中越圏域】
○がん対策
○たばこ対策

【魚沼圏域】
○地域医療連携ネットワーク
○糖尿病

【上越圏域】
○がん対策の推進
○働き盛り世代代（40歳から65歳
まで）の脳卒中発症予防

○在宅医療の推進
【佐渡圏域】
○精神疾患
○在宅医療



③岩手県
【盛岡保健医療圏】
○認知症の医療体制
○災害時における医療体制
○在宅医療の体制

【岩手中部保健医療圏】
○脳卒中
○周産期医療
○在宅医療

【胆江保健医療圏】
○生活習慣病対策について
○心の健康づくりとメンタルヘルス対策について
○医療連携体制の推進と体制づくりについて

【両磐保健医療圏】
○生活習慣病予防
○心の健康づくり
○医療体制づくり

【気仙保健医療圏】
○がんの医療体制
○脳卒中の医療体制
○糖尿病の医療体制
○在宅医療の体制

【釜石保健医療圏】
○脳血管疾患の課題と主な取組
○糖尿病疾患の課題と主な取組
○在宅医療の課題と主な取組
○認知症医療の課題と主な取組

【宮古保健医療圏】
○あらゆる年齢層の健康づくり、生活習慣病予防
○地域包括ケア体制の構築
○地域医療を支える人材の確保
○救急医療

【久慈保健医療圏】
○高齢化社会に対応した地域医療体制の構築
○生活習慣病の予防及び医療
○医療従事者の確保及び他職種連携の推進

【二戸保健医療圏】
○医療と介護の総合的な確保の推進
○生活習慣病の予防対策の推進
○医師等医療従事者や介護従事者の確保による医療・介護体制の充実



地域編レイアウト イメージ案
県中医療圏

１ 圏域の現状

当圏域は、県の中央に位置し、東側には阿武隈
高地、西側には奥羽山脈が連なり、中央の平坦部
には阿武隈川が北流するなど、変化に富んだ自然
によって形成されております。
また、福島空港をはじめ、東北新幹線、東北自

動車道及び磐越自動車道に加え、あぶくま高原道
路も整備され、本県交通の要衝となっており、本
県経済の中心的役割を担っています。

（医療分野に関する現況を記載）
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２ 圏域における重点的な取組

（１）○○○○○○（重点的な取組名）

（２）○○○○○○（重点的な取組名）

現状・課題

•現状（データによる分析）

•これまでの取組（成果）

•課題 等

目標

•目標（目指す姿）

•数値目標 等

施策

•具体的な施策①

•具体的な施策② 等

現状・課題

•現状（データによる分析）

•これまでの取組（成果）

•課題 等

目標

•目標（目指す姿）

•数値目標 等

施策

•具体的な施策①

•具体的な施策② 等

データ表
を添付

データ表
を添付

・
・
・
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県中地域医療構想調整会議
今年度のスケジュールと病院部会の運
営に関して

病院部会設置要領（案）に関する意見
意見

・協議事項に具体性を持たせないと議論だけでは結実しない。
・第2回の会議でコアメンバーを選出する。
・モデルケースを実例から探索し、選定したコアメンバーで案を作成する。
各案の利点/欠点をまとめて短期的に達成可能、不可能、⾧期的に達成可能、不可能に
ついて、本会議で議論する。
・要領に具体的なことを記載する。分担に関すること、その他必要な事項に関すること。

・メンバーに福島県、郡山市を加えた方がよい。
病院部会と行政の連携が重要であるため。

・病院部会は会議時に前もって開催するのか。
・別の時期に行う場合は委員の選考をどのように行うのか。 資料５
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今年度のスケジュール（案）
想定議題 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

全
体
会
議

医療計画
（地域編）

医療機関に
おける「対
応方針」

公立病院経
営強化プラ
ン

病
院
部
会

病床の機能
分化・連携
協議

地域編
重点取
り組み
候補案

最終
案の
提示

目標、
指標、
施策の
方向性
提示

病院部
会の結
果公表

プラン
案を提
示し、
協議

プラン
案を提
示し、
協議

地域の現
状分析と
モデル事
例の提示

対応方針について、
協議

対応方針について、
協議

資料５



県中地域医療構想調整会議病院部会設置要領（案） 

１ 目的 

  福島県県中地域医療構想調整会議設置要綱第５条第３項の規定に基づき、当地域の医療構

想の実現に向け、特に重要な課題とされている病床機能の分化・連携及び役割分担等につい

て、各病院の現状や将来像について情報の共有化を図るとともに、当地域の医療提供体制等を

踏まえた協議を行い調整を図ることを目的として設置するものである。 

 また、関連する最新の情報を提供することにより、病床機能の分化・連携等の推進を図るものと

する。 

 

２ 構成員 

  部会は県中地域医療構想調整会議の構成団体・施設等のうち、病床機能の分化・連携等に関係

する「医師会」「病院」「保健所」に所属している委員で構成する。 

３ 運営 

  部会の開催は福島県県中保健福祉事務所長の要請によって行うこととし、部会長（議長）は 

 一般社団法人郡山医師会長とする。なお、部会に参加する構成員は協議事項により、部会長が選

任する。 

 

  

４ 協議事項 

(1) 病床機能の分化・連携及び役割分担に関すること。 

・高度急性期、急性期、回復期、慢性期の連携・分担に関すること。 

・公立、公的、民間病院の連携・分担に関すること。 

 (2) その他、必要な事項に関すること。 

 

５ 医療構想調整会議への報告 

 部会で協議された内容について、県中地域医療構想調整会議へ報告をするものとする。 

 

６ 事務局 

 部会の事務局は、福島県県中保健福祉事務所医療薬事課に置く。 

 

７ その他 

 この要領に定めるほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。 

 



 附則 

この要領は、令和５年○月○日から施行する。 


